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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01-3410-7
高歯410

池尻歯科医院 〒761-8041
高松市檀紙町２２８８番
地３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第617号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

01-3654-0
高歯654

おおくま歯科医院 〒760-0072
高松市花園町三丁目２番
１２号

有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第31号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日

03-3112-5
坂歯112

たいよう訪問歯科 〒762-0025
坂出市川津町３９２６－
１

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第575号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 6日
在宅療養支援歯科診療所１
　　　（歯援診１）第31号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 6日
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第64号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 6日
歯科疾患在宅療養管理料の注７、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８及び小
児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注８に規定する在宅歯科医療情報連携加算
　　　（歯医情連）第4号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 6日
在宅歯科医療推進加算
　　　（在推進）第30号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 6日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第216号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 6日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第921号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 6日

16-3049-1
仲歯49

前田歯科医院 〒766-0002
仲多度郡琴平町１９８番
地

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第256号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日


